
職場内で回覧して下さい

● 年頭のごあいさつ
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　明けましておめでとうございます。
　事業主の皆様、被保険者の皆様におかれましては、平素
から公的年金事業の運営に対しまして格別のご理解とご協力
を賜り、厚くお礼申し上げます。
　日本年金機構では、５年ごとに中期計画を策定し事業を
進めておりますが、２０１９年４月に「未来づくり計画」と位置
づけた第３期中期計画も残りわずかとなり、本年４月には新
たに第４期中期計画が策定される予定です。機構のミッショ
ンである「無年金者、低年金者の発生を防止し、公平性を
維持し、正確に給付する」という原点に立ち返り、お客様か
ら信頼される組織となるよう本年も職員一同努力してまいりま
す。
　昨年はコロナ禍から平時へと戻りつつある社会において、組織
一体となって社会経済インフラとしての役割を果たすため、組織目
標を「制度を実務に‐全ては現場から‐」として、①「基幹業務
の着実な向上」②「オンラインビジネスモデルの確実な推進及び利
用促進」③「安定的な現場体制の確立」④「働き方改革・女性
活躍の促進」を重点施策と位置付けて取り組んでまいりました。
　その結果、国民年金最終納付率は１０年連続上昇するとと
もに機構発足後初めて８０％を上回りました。また、事業所
から届けられる主な７届書の電子申請割合は、令和元年度
２４％であったものが現在約７０％まで上昇しています。
　本年も、業務の改善やサービスの向上を図り、信頼される組
織と、お客様の期待される未来を徹底して追求してまいります。
　引き続きご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます
とともに、皆様方の益々のご発展とご活
躍を祈念いたしまして、新年のご挨拶と
させていただきます。

　明けましておめでとうございます。
　皆さまにおかれましては、平素より協会けんぽの事業運
営に対しまして、格別のご理解とご協力を賜り、厚くお礼
申し上げます。
　さて、私ども協会けんぽは、中小企業にお勤めの皆さま
とそのご家族のための医療保険者として、健康保険事業の
運営を担っております。本年は、中期計画である第 6 期保
険者機能強化アクションプランがスタートする年であり、よ
り一層加入者サービスの向上や医療費適正化の促進をめ
ざして参ります。特に、「マイナンバーカードの健康保険証
利用」や「電子申請の導入」等の ICT 化の推進により、
健康保険に関する手続きの利便性向上を図っていく所存で
す。
　加えて、関係諸団体様との「顔の見える地域ネットワー
ク」を構築し、地域や職域における健康づくりの取組み、
企業における健康経営・ひろしま企業健康宣言の普及に
も努めていきたいと考えております。また、本年４月から
生活習慣病予防健診における付加健診の対象年齢が拡大
されますので、加入者の皆さまには是非ご活用戴きたいと
存じます。
　本年も、職員一丸となって皆さまの健康づくりのお手伝
いをさせて戴きますので、引き続き格別のご協力とご支援
を賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
　本年が皆さまにとりまして、健康で穏やかな一年になる
ことを祈念申し上げ、新年のご挨拶
とさせて戴きます。

「年頭のごあいさつ」
　新年　おめでとうございます
　旧年中は格別なご高配を賜り厚くお礼申し上げます。
　昨年は、８回にわたる感染拡大の波を乗り越え、新型コロナウイルス感染症の位置づけが「５類感染症」になり、ウィズコロ
ナへの移行が進みました。
　また、世界情勢ではロシアのウクライナ侵略、イスラエル・パレスチナ情勢など、深刻な事態が多発しており、大規模紛争の
早期終結を願っております。
　さて、２０２３年の当協会事業の取り組みは、すべてのセミナーや講習会を従来どおりの会場開催で実施することができました。
会場では、新型コロナの感染予防対策に努め、参加された皆様にはマスク着用等のご協力をいただきました。改めて、ご協力
を頂きました皆様に感謝申し上げます。
　引き続き、新型コロナへの対応に万全を期して事業を進めてまいります。
　２０２４年の社会保険制度の改正関係ですが、健康保険制度においては、昨年の法改正により健康保険証の代わりに本年
秋からマイナンバーカードで医療機関・薬局を受診することが決まりました。
　また、本年１０月からは、短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が従業員５１人以上の規模の企業に拡大されること
が予定されています。
　当協会は、会員の皆様に制度改正を含め社会保険制度の普及に努めるため協会の事業の中で、わかりやすく正しくお伝えし
てまいりたいと考えております。
　２０２４年は「甲辰」の年です。「成功という芽が成長していき、姿を整えていく」年と言われており、努力した成果が実を結
ぶ年になりますよう期待しております。
　本年も当協会は会員の皆様に必要とされ、お役に立てるよう事業を展開してまいります。
　引続き一層のご支援を賜りますよう心からお願い申し上げますとともに、会員皆様方の益々のご活躍
とご多幸、会員事業所のご発展を心より祈念申し上げまして、年頭のあいさつといたします。

一般財団法人　広島県社会保険協会　
会長　黒 木 正 純

全国健康保険協会　広島支部　
支部長　松 原 真 児

日本年金機構中国地域代表　 　
広島東年金事務所  所長　平 本 一 彦

日本年金機構からのお知らせ
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日本年金機構からのお知らせ 全国健康保険協会からのお知らせ
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全国健康保険協会からのお知らせ 広島県社会保険労務士会からのお知らせ

社会保険協会からのお知らせ

広島県最低賃金は、県内の事業場で働くすべて
の労働者に適用されます。
年齢、性別、雇用形態（常用・臨時・パート・
アルバイト等）、支払形態（月給・日給・時間給等）
の別を問いません。
賃金引き上げに取り組む中小企業・小規模事業
者の皆様は、「業務改善助成金」が利用できます。
（事業場内の最低賃金引上げ＋設備投資を行っ
た事業者に、最大６００万円助成されます。）

広島県最低賃金は令和5年１０月１日から

時間額970円

法務大臣認証・厚生労働大臣指定

社労士　あっせん

月曜日から金曜日までの9：00～17：00まで
（12月29日～1月4日、祝日を除く）

お電話は

社労士会労働紛争解決センター 広島
（082）212‐4481

ねんきんのご相談・手続きは
街角の年金相談センターをご利用ください。

街角の年金相談センター広島　広島市中区橋本町10-10広島インテスビル１F
街角の年金相談センター福山　福山市東桜町1-21エストパルク６F

◎予約の相談希望日の1か月前から前日まで受付しております。
◎ご連絡の際は、基礎年金番号や年金証書をご準備してください。
◎お近くの街角の年金相談センターでも受付しております。

予約の申し込みは「予約受付専用電話」へ0570‐05‐4890《予約受付時間》 毎週月曜日～金曜日（祝日を除く） 8：30～17：15 

です。

社労士会紛争解決センター

施設利用補助券について

過去３年のDVD視聴ベスト３は、次のとおりです。
第１位　元気な職場をつくるメンタルヘルス（全２巻シリーズ）第１巻
　　　～自分でできるストレス対処法　４つのケアとソーシャル・サポート～
第２位　元気な職場をつくるメンタルヘルス（全２巻シリーズ）第２巻
　　　～心を楽にするセルフケア　考え方のクセに気づこう～
第３位　元気な職場をつくるメンタルヘルス（全４巻シリーズ）第２巻
　　　～ストレス・コーピングによるセルフケア～
DVDは、会員の方に無料で貸し出しておりますので、
ご希望の方はFaxまたは郵送にてお申し込みください。
ご希望に合ったものをホームページからお選びください。

ＤＶＤ貸出のご案内について

ご利用されていない会員の皆さま、まだ間に合います !
健康増進事業の温泉や観光の補助券をお申込ください。
寒い冬にお近くの温泉施設でぽかぽかと暖まってください。
※利用補助に関する情報は、ホームページをご覧ください。

受付時間◆詳細はお近くの社会保険労務士、
　広島労働局にお尋ねください

“国家資格者の
社労士が
解決します”

職場で起きた労使間のトラブル
は、労働問題の専門家である社会
保険労務士が運営する「社労士会
労働紛争解決センター広島」が簡
易、迅速、無料で解決します。
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ご利用されていない会員の皆さま、まだ間に合います !
健康増進事業の温泉や観光の補助券をお申込ください。
寒い冬にお近くの温泉施設でぽかぽかと暖まってください。
※利用補助に関する情報は、ホームページをご覧ください。

受付時間◆詳細はお近くの社会保険労務士、
　広島労働局にお尋ねください

“国家資格者の
社労士が
解決します”

職場で起きた労使間のトラブル
は、労働問題の専門家である社会
保険労務士が運営する「社労士会
労働紛争解決センター広島」が簡
易、迅速、無料で解決します。
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〈写真提供）　ピクスタ株式会社（PIXTA）
〈記事提供）　日本年金機構広島東年金事務所・全国健康保険協会広島支部・広島県社会保険労務士会

令和５年度

おめでとうございます
年
金
委
員

健
康
保
険
委
員

厚生労働大臣表彰　北崎　竜次　サンカイテクノス　株式会社

理事長表彰
麻原　健志　ミヨシ電子　株式会社
持田　　智　ティーエスアルフレッサ　株式会社

理事表彰
磯村　哲夫　（地域型年金委員）
大島　勝利　（地域型年金委員）
難波　信夫　シモハナ物流　株式会社
西村　昭彦　東邦契島製錬　株式会社
長谷川敦史　福山通運　株式会社

理事長表彰
下兼　　大　株式会社　大之木ダイモ
筧中　昭宏　株式会社　新和自動車
支部長表彰
粟津由美子　株式会社　水光エンジニア
沖田　博子　国土技建　株式会社
河田　里華　株式会社　近代設計コンサルタント
北浦　孝文　ダイヤ石油　株式会社
對馬　陽子　株式会社　ツシマエレクトリック
寺本　真理　沼田建設　株式会社

益田　眞一　株式会社　中國新聞社
松尾　　滋　（地域型年金委員）
松本　朝博　（地域型年金委員）
三島　平敬　早川ゴム　株式会社
三原　功暉　（地域型年金委員）

西本　洋介　有限会社　西本屋
藤原　弘子　広洋工業　株式会社

西川千佳子　株式会社　西川組
藤井ひとみ　藤井建設　株式会社
藤中　勝俊　株式会社　アメニティライフ
宮本　博文　株式会社　カネソ２２
宮本理恵子　山林運送　株式会社

年金委員・健康保険委員功労者表彰式が開催されました。
　令和５年１１月１５日（水）に「令和５年度年金委員・
健康保険委員功労者表彰式」が、広島市内のホテルにお
いて開催されました。　　　　　　　　　　　　　　
　年金委員活動及び健康保険委員活動に功績のあった
方 に々対し、厚生労働大臣表彰等の伝達式が行われました。
　年金委員・健康保険委員は、事業主や従業員とその家
族の皆様に、政府が管掌する厚生年金・国民年金、健康
保険の適用・給付などの社会保険に関する手続きなどの指
導や相談・助言のほか、社会保険制度の周知啓発、健康
づくり・健康管理事業などの推進活動を行っています。
　なお、受賞された方 は々次のとおりです。（敬称略）

　　


